
第１１８回 国有財産東海地方審議会

令 和 ５ 年 １１ 月
財 務 省 東 海 財 務 局

報 告 事 項 説 明 資 料



留保財産の経過報告について

（豊橋市向山町字南中畑３９番外１筆）

報 告 事 項（１）
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所 在 地 ： 豊橋市向山町字南中畑３９番外１筆 面積 ： ２，１４１．４２㎡

財産の沿革 ： 名古屋国税局より引受（平成３０年６月２２日）
旧豊橋寮及び旧豊橋税務署集中管理簿書庫

位 置 図
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現 況 写 真
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◇◇ 導入すべき施設 ◇◇

留保財産（豊橋市向山町字南中畑39番外）の利用方針

２ 豊橋市の施策・まちづくりの観点からの考察

導入施設（合築） 目 的

愛知県企業庁東三河水道事務所庁舎
（愛知県環境調査センター東三河支所）

暮らしの基盤に繋がる施設の整備
（健康と生活環境を守り、良好な環境を確保する調査・研究機関の整備）

豊橋市を含む東三河地区の水運用は、約７割を愛知県営水道に依存している。県営水道の供給事業を担う愛知県企業庁では、南海トラフ地
震などの地震発生後１週間程度での応急給水、２週間以内での平常給水が可能となるよう、浄水場施設等の耐震化を図る必要があり、市内に
ある豊橋浄水場においても更新工事が喫緊の課題となっている。更新工事にあたり、浄水場敷地が狭あい等のため、現在豊橋浄水場内にある
水道事務所機能を別地へ移転する必要が生じており、移転先として立地・規模等の面から本財産を最適地としている。
更に県有施設の利活用最適化に係る基本的方向性に資するものとして、近隣に所在し老朽化している「愛知県環境調査センター東三河支所」
を当該地へ移転・集約整備することにより、敷地及び施設の更なる有効利用を図るものとしている。

３ 国有地の最適利用推進の観点からの考察

愛知県企業庁における課題及び県有施設の利活用からの考察

本地は、豊橋市立地適正化計画において、安全・安心な暮らしや地域コミュニティを持続的に確保するため、生活利便性が高い鉄道や路面電
車、幹線バス路線沿線に居住を誘導する区域として定めた「歩いて暮らせるまち区域」に位置している。
豊橋市は、利活用について意向を募り、福祉などの分野で検討したが、周辺状況から利活用は難しいと判断した。
また、第６次豊橋市総合計画においては、目指すまちの姿の一つとして「暮らしの基盤が整った、便利で快適なまち」を掲げ、安全・安心な水道
水の安定供給を取り組みの基本方針としている。
東三河水道事務所は、広域的に東三河地域の水道復旧の拠点となる予定であり、災害時には豊橋市や県東三河総合庁舎と連携して活動す
ることとなる。また、近隣住民の給水拠点や臨時の避難所としての機能を有し、豊橋市の防災対策上、有用な施設となりうる。

１

将来的な利活用も見据えつつ市民生活に直結した暮らしの基盤に繋がる施設を整備することは、公益性及び地域との共生に資するものであ
り、国有財産の最適利用の考え方にも資するものである。加えて国有財産管理処分の原則である公用・公共用利用優先の考え方にも合致する
ものである。
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処 分 等 方 針

相手方 愛知県企業庁

処理区分 定期借地による時価貸付（５５年）

契約方法及び
適用法令

契約の方法 随意契約

適用法令
会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２１号

用途指定

指定用途 庁舎敷地

指定期間 貸付期間中

6



利 用 計 画 図（平 面 図）

応急給水栓

市 道

建築面積 ： 約 ４８０㎡
延床面積 ： 約１，９２０㎡

計 画 庁 舎

市

道

※現時点における計画図であり、今後変更の可能性があります。
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土壌汚染調査

№1

№2

№4 №3

№1

抽出調査

№1～5

詳細調査

17地点

地下水調査 №5地点

 

№5
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令和60年度 令和61年度

５月
６月
～３月

４月
～６月

７月
～９月

10月
～12月

１月
～３月

４月
５月
～３月

（
答
申
時
）

土
壌
汚
染
判
明
前

土
壌
汚
染
判
明
後

方針
決定

処分等方針決定後のスケジュール（令和５年11月27日時点）

令和5年6月
契約締結

供用（令和7年4月～60年6月）【企業庁】庁舎施設建設工事 工期（～令和7年3月）

契約期間（令和5年7月1日～60年6月30日）（55年間）

詳細調査 除去工事

【企業庁】
設計業務

契約期間
令和６年５月１日～令和６１年４月３０日（５５年間）

双
方
契
約
準
備工事準備（設計業務等） 工事施工 供用

管理委託（Ｒ4.6.27～Ｒ6.4.30）※

令和6年4月
契約締結

抽出調査

財務局

企業庁

※ 貸付始期の前日まで、愛知県企業庁へ財産の管理を委託中。
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庁舎等の使用調整の実施状況について（１事案）

報 告 事 項（２）
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庁舎等の使用調整

使用調整のイメージ

効

果

Ｄ官署

Ｃ官署

Ｂ官署

Ａ官署

合同庁舎

使用調整計画の策定使用調整前

合同庁舎

空きスペース
の発生

Ｂ官署

Ａ官署

●官署統廃合
●実地監査

など

Ｃ庁舎

借受庁舎

○新たな行政需要対応

○耐震性の確保

○老朽・狭あい解消 など

借受解消

○借受費用の縮減

○売却可能財産の創出

○分散解消

Ｃ官署

Ｄ官署

跡地売却
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庁舎等の使用調整

使用調整の手続き

調整対象床面積による区分 調整手続き

２，０００㎡以上 使用調整計画の策定
（庁舎法※）

⇒ 財務局長は使用調整計画（案）を作成し、
財務大臣が財政制度等審議会へ付議のうえ

使用調整計画を策定２，０００㎡未満
６００㎡以上

調整対象床面積

50％以上
全体床面積

調整対象床面積
50％未満

全体床面積
使用調整

（国有財産法第１０条）

⇒ 財務局長が使用調整を行う６００㎡未満
１５０㎡以上

※庁舎法（国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法）
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№
策定

年月日
庁舎名 所在地

空きｽﾍﾟｰｽ

が生じた要因

調整対象

床面積

(全体床面積)

今回の

調整面積
使用調整内容と効果

移転等

年月日

１ R5.10.2
豊田合同
庁舎

愛知県

豊田市

国有財産監査

指摘による余剰

約 167㎡

(約 7,990㎡)
約167㎡

自衛隊愛知協力本部

豊田地域事務所の入居

（借受解消）

共用会議室の増設

（狭隘解消）

R6年度以降

R5年度以降

庁舎等の使用調整を行った事案
（国有財産法第１０条に基づく調整）
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名
鉄
三
河
線

愛
知
環
状
鉄
道

豊田市駅

新豊田駅

上挙母駅
新上挙母駅

市役所

国道１５３号線

国
道
２
４
８
号
線

国道４１９号線

矢
作
川

国道３０１号線

対象財産

約１．０㎞

位置図 至愛環梅坪

至三河豊田

至梅坪

至土橋

内
環
状
線
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関係法令（庁舎等の使用調整）

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（抜粋）
（昭和３２年法律第１１５号）

国有財産法（抜粋）
（昭和２３年法律第７３号）

（用語の定義）
第２条（略）
３ この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適切かつ効率的に使用するため、所
管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整をすること
をいう。

（管理及び処分の総括）
第１０条
財務大臣は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要
があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、そ
の状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は用途の変更、用途の廃止、
所管換その他必要な措置を求めることができる。
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